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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
で
は
、
介
護
者
に
よ
る

虐
待
、
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
な

ど
高
齢
者
・
障
が
い
者
を
め
ぐ
る
人
権

問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
左
記
の
と

お
り
電
話
相
談
の
強
化
週
間
を
実
施
し

ま
す
。
期
間
中
は
、
土
曜
日
・
日
曜
日

も
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
ま
た
、
平

日
は
時
間
を
延
長
し
、
午
後
７
時
ま
で

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

◆
日
時
　
９
月
５
日（
月
）〜

１１
日（
日
）

　
　
　
午
前
８
時
半
〜
午
後
７
時

※
土
曜
日
・
日
曜
日
は
午
前

１０
時
か
ら

午
後
５
時

◆
場
所
　
高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護

課
ま
た
は
各
支
局

◆
内
容
　
介
護
者
か
ら
の
肉
体
的
・
心
理

的
虐
待
あ
る
い
は
家
族
な
ど
に
よ
る
経

済
的
虐
待
、就
業
差
別
、障
が
い
を
理
由

と
す
る
差
別
、暮
ら
し
の
悩
み
ご
と
な
ど

高
齢
者
・
障
が
い
者
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局 

人
権
擁
護
課

　
蕁
０
８
８
―
８
２
２
―
３
５
０
３

　
　
蕁
０
５
７
０
―
０
０
３
―
１
１
０

　
　
　（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
電
話
は
お
か
け
に
な
っ
た
場
所
の
最

寄
り
の
法
務
局
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
平
日
の
午
後
５
時

１５
分
以

降
の
時
間
お
よ
び
土
曜
日
・
日
曜
日
の

全
時
間
は
本
局（
人
権
擁
護
課
）に
つ
な

が
り
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
相
談
を
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
員
、
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

委
員
な
ど
が
受
け
る
相
談
所
を
開
き
ま

す
。
皆
さ
ん
の
心
の
負
担
が
少
し
で
も

軽
く
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
家
庭

で
の
心
配
ご
と
、
地
域
で
の
も
め
ご
と
、

人
権
侵
害
や
行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
、

１
人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
相
談
の
秘
密
は
必
ず
守
り
、
料
金

は
無
料
で
す
。
安
心
し
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。（
予
約
不
要
）

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
８
月
９
日（
火
）午
前

１０
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
３
時

　
総
合
セ
ン
タ
ー（
佐
賀
支
所
前
）

・
８
月

１９
日（
金
）午
前

１０
時
〜
正
午

　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
本
庁
前
）

・
８
月

１９
日（
金
）午
後
１
時
〜
３
時

　
大
方
町
民
館

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

　
黒
潮
町
で
は
、
多
様
化
す
る
消
費
者

相
談
、
家
庭
や
職
場
、
地
域
で
の
悩
み

相
談
に
対
応
す
る
た
め
弁
護
士
を
招
き
、

無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
近
年
町
内
で
も
悪
質
商
法
に
よ
る
高

齢
者
の
被
害
や
、
多
重
債
務
を
抱
え
る

方
の
相
談
も
増
え
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
、

な
か
な
か
相
談
で
き
な
い
こ
と
も
こ
の

機
会
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
開
催
日
時
・
場
所

　
９
月
１
日（
木
）午
後
１
時
〜
３
時

　
総
合
セ
ン
タ
ー（
佐
賀
支
所
前
）

※
相
談
時
間
は
１
人

３０
分
以
内

　（
事
前
予
約
制
）

※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

　
本
庁 

産
業
推
進
室 

商
工
観
光
係

蕁
４
３
―
２
１
１
３（
課
直
通
）

　
高
知
県
で
は
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
理
念
の
も
と
、
障
が
い
の
あ
る
方

も
な
い
方
も
と
も
に
支
え
合
い
、
安
心

し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
「
共
生
社

会
」
の
実
現
を
目
指
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
取
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
今
年
も
、
障
が
い
や
障
が
い
の
あ
る

方
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、

体
験
作
文
と
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

多
数
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
応
募
期
限

　
９
月
７
日（
水
）必
着

◆
応
募
資
格

・
心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文

　
県
内
に
住
む
小
学
生
以
上
の
方

（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学

部
お
よ
び
高
等
部
の
児
童
生
徒
を
含

む
）

・
障
害
者
週
間
の
ポ
ス
タ
ー

　
県
内
に
住
む
小
学
生
お
よ
び
中
学
生

（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部

の
児
童
生
徒
を
含
む
）

※
詳
し
く
は
、
左
記
担
当
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
地
域
福
祉
部
障
害
保
健
福
祉
課

蕁
０
８
８
―
８
２
３
―
９
６
６
３

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、

人
権
・
行
政
相
談
所
の
開
催

「
心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
」
と
「
障

害
者
週
間
の
ポ
ス
タ
ー
」
を
募
集
し
ま
す

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
害
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」
強
化
週
間

ゼ
ロ
ゼ
ロ
み
ん
な
の
ひ
ゃ
く
と
お
ば
ん

無
料
弁
護
士
相
談
会
の
開
催


